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国
際
会
計

ワ
ー
ク
プ
ラ
ン
の
更
新
─
Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｂ

Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｂ
は
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
の
改
訂

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
関
す
る
ワ
ー
ク
プ

ラ
ン
を
７
月
31
日
付
け
で
更
新
し

た
。
前
回
の
ワ
ー
ク
プ
ラ
ン（
６
月

30
日
付
け
）か
ら
の
主
な
変
更
点
等

は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

主
要
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

・「
保
険
契
約
」の
最
終
基
準
書
の
公
表

予
定
：
６
カ
月
後
以
降

・「
リ
ー
ス
」の
最
終
基
準
書
の
公
表
予

定
：
６
カ
月
以
内

・「
概
念
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
」の
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
の
方
針
の
決
定
予
定
：

６
カ
月
後
以
降

・「
開
示
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
―
会
計
方

針
お
よ
び
会
計
上
の
見
積
り
の
変

更
」の
公
開
草
案
の
公
表
予
定
：
６

カ
月
後
以
降

・「
開
示
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
―
重
要
性

に
関
す
る
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
・
ス
テ
ー

ト
メ
ン
ト
」の
公
開
草
案
の
公
表
予

定
：
３
カ
月
以
内

・「
動
的
リ
ス
ク
管
理
の
会
計
：
マ
ク

ロ
ヘ
ッ
ジ
に
対
す
る
ポ
ー
ト
フ
ォ

リ
オ
再
評
価
ア
プ
ロ
ー
チ
」の
デ
ィ

ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
・
ペ
ー
パ
ー
の
公

表
予
定
：
６
カ
月
後
以
降

・「
料
金
規
制
事
業
」の
デ
ィ
ス
カ
ッ

シ
ョ
ン
・
ペ
ー
パ
ー
の
公
表
予
定
：

６
カ
月
後
以
降

・「
開
示
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
―
開
示
の
原

則
」の
ディ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
・
ペ
ー
パ
ー

の
公
表
予
定
：
６
カ
月
以
内

限
定
的
な
範
囲
に
お
け
る
改
訂

・「
年
次
改
善
２
０
１
４
―
２
０
１
６

サ
イ
ク
ル
」の
公
開
草
案
の
公
表
予

定
：
３
カ
月
以
内

・「
適
用
後
レ
ビ
ュ
ー
か
ら
生
じ
た
明

確
化（
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
８
号
の
改
訂
案
）」

の
公
開
草
案
の
公
表
予
定
：
６
カ

月
以
内

・「
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
10
号
お
よ
び
Ｉ
Ａ
Ｓ
28

号
の
改
訂
の
発
効
日
」の
公
開
草
案

の
公
表
予
定
：
３
カ
月
以
内
（注）

・「
公
正
価
値
測
定
：
会
計
単
位
」の
最

終
基
準
書
の
公
表
予
定
：
６
カ
月

後
以
降

・「
未
実
現
損
失
に
係
る
繰
延
税
金
資

産
の
認
識（
Ｉ
Ａ
Ｓ
12
号
の
改
訂
）」

の
最
終
基
準
書
の
公
表
予
定
：
６

カ
月
以
内

・「
投
資
不
動
産
の
振
替（
Ｉ
Ａ
Ｓ
40
号

の
改
訂
案
）」の
公
開
草
案
の
公
表

予
定
：
３
カ
月
以
内

解
釈
指
針

・「
法
人
所
得
税
の
不
確
実
性
に
関
す

る
会
計
処
理
」の
解
釈
指
針
の
公
表

予
定
：
３
カ
月
以
内

・「
外
貨
建
取
引
お
よ
び
前
払
対
価
」の

解
釈
指
針
の
公
表
予
定
：
３
カ
月

以
内

（注）　
８
月
10
日
に
公
表（
今
号
本
欄
参
照
）。

（図表）　IASBのワークプラン	 	 	 	
現在の活動 ３カ月以内 ６カ月以内 ６カ月後以降

主要プロジェクト
基準書の公表を予定しているプロジェクト
保険契約 審議 IFRS公表
リース IFRSの起草 IFRS公表
公開草案を公表したプロジェクト

概念フレームワーク（コメント期限：2015年10月26日） パブリック・コン
サルテーション

プロジェクトの
方針の決定

公開草案の公表を予定しているプロジェクト
開示イニシアティブ―会計方針および会計上の見積りの変更 審議 ED公表
開示イニシアティブ―重要性に関するプラクティス・ステートメント EDの起草 ED公表
ディスカッション・ペーパーを公表したプロジェクト
動的リスク管理の会計：マクロヘッジに対するポートフォリオ再評価アプローチ 審議 ＤＰ公表
料金規制事業 審議 ＤＰ公表
ディスカッション・ペーパーの公表を予定しているプロジェクト
開示イニシアティブ―開示の原則 審議 ＤＰ公表
適用関係プロジェクト
限定的な範囲における改訂
年次改善2014-2016 EDの起草 ED公表
適用後レビューから生じた明確化（IFRS8号の改訂案） EDの起草 ED公表

株式報酬取引の分類および測定の明確化（IFRS2号の改訂案） 審議 プロジェクトの
方針の決定

IFRS15号「顧客との契約から生じる収益」の明確化：TRGの議論による論点（コ
メント期限：2015年10月28日）

パブリック・コン
サルテーション

プロジェクトの
方針の決定

負債の分類（IAS1号の改訂案） パブリック・コン
サルテーション

プロジェクトの
方針の決定

開示イニシアティブ―IAS7号の改訂 審議 プロジェクトの
方針の決定

IFRS10号およびIAS28号の改訂の発効日 EDの起草 ED公表
公正価値測定：会計単位 審議 IFRS公表
未実現損失に係る繰延税金資産の認識（IAS12号の改訂） IFRSの起草 IFRS公表
制度改訂、縮小または清算時の再測定／確定給付制度からの積立超過の返還の利用
可能性（IAS19号およびIFRIC14号の改訂案）（コメント期限：2015年10月19日）

パブリック・コン
サルテーション

プロジェクトの
方針の決定

投資不動産の振替（IAS40号の改訂案） EDの起草 ED公表
解釈指針
法人所得税の不確実性に関する会計処理 解釈指針の起草 解釈指針公表
外貨建取引および前払対価 解釈指針の起草 解釈指針公表

「ED」は公開草案、「DP」はディスカッション・ペーパー、「IFRS」は最終基準書を表している。	 	 	 	 	 	
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フラッシュ

９月10日（木）まで

９月30日（水）まで

①　源泉徴収所得税・特別徴収住民税の納付（８月分）

②　法人の確定申告、納付、延納の届出（平成27年７月期）
法人税、消費税、地方消費税、法人事業税、法人事業所税、法
人住民税

③　申告期限延長承認法人の確定申告
１カ月延長（平成27年６月期）
２カ月延長（平成27年５月期）
④　消費税（課税期間１カ月ごと）確定申告（平成27年７月期）
⑤　消費税（課税期間３カ月ごと）確定申告（１、４、７、10月期）
⑥　法人の中間申告納付（１月期）
法人税、消費税、地方消費税、法人事業税、法人住民税

⑦　法人消費税の中間申告納付
直前期年税額4,800万円超のとき
（１カ月ごと）７月期を除く
直前期年税額400万円超のとき
（３カ月ごと）１、４、10月期

（付記）　連結納税制度の承認申請期限は、連結納税事業年度の開始の日の３カ月前の日まで、平成28年１月１日開始事業年度の
場合は平成27年９月30日が承認申請期限となる（法法４の３①）。

①　源泉徴収所得税には復興特別所得税を含む。

（付記）　法人の事業年度（課税期間）終了日は各月末日とする。
　

④～⑤　消費税の課税期間特例選択届出書による課税期間の変更
は課税期間開始日の前日が期限である。平成27年10月１日開始
課税年度から課税期間の特例の適用を受ける場合または取りや
めの場合の届出期限は９月末日であり期限の延長はない。

⑥　法人の中間申告納付は、直前期年税額の半分が法人税額10万
円超、消費税額24万円超の場合である。

今月の税務
日　付 項　目 備考・コメント

会
　
　
計

概
念
Ｅ
Ｄ
の
コ
メ
ン
ト
の
方
向

性
、検
討
─
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
、Ａ
Ｓ
Ａ
Ｆ
対
応
専
門
委

会
　
　
計

Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｂ
に
純
損
益
の
定
義
を

引
き
続
き
求
め
る
方
向
─
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ

去
る
８
月
４
日
、
企
業
会
計
基
準

委
員
会
は
第
28
回
Ａ
Ｓ
Ａ
Ｆ
対
応
専

門
委
員
会
を
開
催
し
た
。

２
０
１
５
年
７
月
Ａ
Ｓ
Ａ
Ｆ
会
議

の
報
告

７
月
16
、
17
日
の
Ａ
Ｓ
Ａ
Ｆ
会
議

で
は
、
Ｅ
Ｆ
Ｒ
Ａ
Ｇ
が
作
成
し
た

ペ
ー
パ
ー
「
純
損
益
か
Ｏ
Ｃ
Ｉ
か
」

に
つ
い
て
の
議
論
が
な
さ
れ
た
。
こ

の
ペ
ー
パ
ー
で
は
、
事
業
モ
デ
ル
を

４
つ
に
分
類
す
る
こ
と
が
提
案
さ
れ

て
い
る（
本
誌
２
０
１
５
年
７
月
20

日
号（
№
１
４
１
９
）情
報
フ
ラ
ッ

シ
ュ
参
照
）。
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
は
、「
事
業

活
動
の
態
様
に
よ
っ
て
、
財
務
業
績

を
報
告
す
る
観
点
か
ら
有
用
な
測
定

基
礎
が
異
な
る
と
し
て
い
る
点
」お

よ
び「
測
定
基
礎
の
決
定
に
あ
た
っ

て
は
、
ま
ず
財
務
業
績
の
観
点
か
ら

目
的
適
合
的
な
測
定
基
礎
を
決
定
す

べ
き
と
し
て
い
る
点
」を
評
価
す
る

一
方
で
、「
４
つ
へ
の
区
分
は
議
論
を

複
雑
に
し
す
ぎ
て
い
る
印
象
が
あ
る

ほ
か
、
網
羅
性
の
観
点
か
ら
、
い
ず

れ
か
の
区
分
を
残
余
区
分
と
位
置
づ

け
る
か
の
検
討
も
必
要
と
考
え
ら
れ

る
」な
ど
の
発
言
を
行
っ
た
。

概
念
Ｅ
Ｄ

公
開
草
案「
財
務
報
告
に
関
す
る

概
念
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
」（
以
下
、「
概

念
Ｅ
Ｄ
」と
い
う
）の
４
章「
財
務
諸

表
の
構
成
要
素
」お
よ
び
７
章「
表
示

お
よ
び
開
示
」に
つ
い
て
、
コ
メ
ン

ト
の
方
向
性
が
検
討
さ
れ
た
。

４
章
の
う
ち
構
成
要
素
の
定
義
に

関
し
て
、
現
行
の
資
産
、
負
債
の
定

義
で
は
、「
将
来
の
経
済
的
便
益
が
企

業
に
流
入（
ま
た
は
流
出
）す
る
」と

の
概
念
を
含
ん
で
い
る
が
、
概
念
Ｅ
Ｄ

で
は
削
除
さ
れ
て
い
る
。
事
務
局
か

ら
は
、「
資
産
、
負
債
の
定
義
に
つい
て

は「
期
待
さ
れ
る
」流
入（「
予
想
さ
れ

る
」流
出
）が
除
か
れ
た
点
も
含
め
、

Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｂ
の
デ
ィ
ス
カッ
シ
ョン・ペ
ー
パ
ー

「
財
務
報
告
に
関
す
る
概
念
フ
レ
ー

ム
ワ
ー
ク
の
見
直
し
」か
ら
大
き
な
変

更
は
な
く
、
引
き
続
き
明
確
化
に
同

意
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
」と
い
う

コ
メ
ン
ト
の
方
向
性
が
示
さ
れ
た
。

ま
た
、
７
章
の
う
ち
純
損
益
計
算

書
に
つ
い
て
、「
純
損
益
が
企
業
の
当

期
の
財
務
業
績
に
関
す
る
情
報
の
主

要
な
源
泉
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
、
純
損
益
を
構
成
要
素
と
し

て
取
り
扱
い
、
純
損
益
を
ボ
ト
ム
ラ

イ
ン
と
し
た
２
計
算
書
方
式
を
採
用

す
べ
き
で
あ
る
」と
い
う
コ
メ
ン
ト
の

方
向
性
が
事
務
局
か
ら
示
さ
れ
た
。

去
る
８
月
５
日
、
企
業
会
計
基
準

委
員
会
は
第
３
１
７
回
企
業
会
計
基

準
委
員
会
を
開
催
し
た
。

第
28
回
Ａ
Ｓ
Ａ
Ｆ
対
応
専
門
委
員

会
で
の
議
論（
今
号
本
欄
参
照
）も
踏

ま
え
、
Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｂ
の
概
念
Ｅ
Ｄ
へ
の

コ
メ
ン
ト
の
方
向
性
に
つ
い
て
、
審

議
が
行
わ
れ
た
。

事
務
局
か
ら
示
さ
れ
た
コ
メ
ン
ト

の
方
向
性
案
で
は
、
４
章
に
お
い
て
、

「
財
務
業
績
計
算
書
の
構
成
要
素
と

し
て
、
純
損
益
、
包
括
利
益
お
よ
び

Ｏ
Ｃ
Ｉ
に
つ
い
て
定
義
す
る
」よ
う
求

め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。あ
わ
せ
て
、

７
章
に
お
い
て
、「
純
損
益
は
表
示
の

問
題
で
は
な
く
構
成
要
素
と
し
て
取

り
扱
う
べ
き
で
あ
り
、
純
損
益
計
算

書
を
ボ
ト
ム
ラ
イ
ン
と
し
た
２
計
算

書
方
式
を
採
用
す
べ
き
」旨
を
コ
メ
ン

ト
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

「
純
損
益
を
構
成
要
素
と
し
て
定

義
を
与
え
る
べ
き
」と
い
う
従
来
の

主
張
を
再
度
伝
え
る
こ
と
に
は
異
論

は
な
く
、
事
務
局
と
し
て
は
、「
２
計

算
書
方
式
で
あ
れ
ば
、
純
損
益
が
ボ

ト
ム
ラ
イ
ン
と
な
る
た
め
、
定
義
さ

れ
る
の
で
は
な
い
か
」と
も
考
え
て

い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
一
方
、
委

員
か
ら
は「
純
損
益
が
重
要
だ
と
い

え
ば
よ
く
、
２
計
算
書
方
式
を
求
め
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会
　
　
計

回
収
可
能
性
適
用
指
針
案
に
対

す
る
コ
メ
ン
ト
へ
の
対
応
、検
討

開
始
─
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
、税
効
果
会
計
専
門
委

プ
ロ
バ
イ
ダ
ー
の
ラ
ン
キ
ン
グ

は
、
フ
ォ
ロ
ワ
ー
達
が
支
払
う
売
買

手
数
料
で
厳
格
に
決
定
さ
れ
、
上
位

に
ラ
ン
ク
イ
ン
し
た
プ
ロ
バ
イ
ダ
ー

は
、
Ｆ
Ｘ
会
社
主
催
の
ラ
イ
ブ
に
出

演
で
き
る
。だ
か
ら
、プ
ロ
バ
イ
ダ
ー

は
手
数
料
獲
得
の
た
め
、
頻
繁
に
開

催
さ
れ
る
握
手
会
で
フ
ォ
ロ
ワ
ー
集

め
に
励
む
。
一
方
、
フ
ォ
ロ
ワ
ー
達

は
、「
神
推
し
⑶
す
る
プ
ロ
バ
イ
ダ
ー

の
ラ
ン
キ
ン
グ
を
上
げ
た
い
、
プ
ロ

バ
イ
ダ
ー
に
認
知
⑷
し
て
も
ら
い
た

い
」と
い
う
理
由
で
、
巨
額
の
ク
ロ

ス（
同
数
の
売
り
買
い
）注
文
を
出
し

て
く
れ
る
は
ず
だ
。
経
済
的
に
意
味

は
な
く
手
数
料
分
損
す
る
だ
け
だ

が
、
そ
ん
な
金
銭
的
な
こ
と
は
、
彼

ら
は
気
に
し
な
い
。
そ
も
そ
も
為
替

取
引
に
は
興
味
が
な
い
の
だ
か
ら
で

あ
る
。

こ
ん
な
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
を
展
開

す
る
会
社
が
出
現
す
る
な
ら
ば
、
社

名
は
、
も
ち
ろ
ん
、
Ｆ
Ｘ
48
だ
。

「
タ
イ
ガ
ー
、
フ
ァ
イ
ヤ
ー
、
サ

イ
バ
ー
、
フ
ァ
イ
バ
ー
、
ダ
イ
バ
ー
、

バ
イ
バ
ー
、
ジ
ャ
ー
ジ
ャ
ー
！
」⑸

…
こ
う
叫
ん
だ
こ
と
が
あ
る
あ
な
た

は
、Ｆ
Ｘ
48
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
顧
客
だ
、

間
違
い
な
い
。

⑴		

推
し
て
い
る
メ
ン
バ
ー
の
こ
と

⑵		

会
場
に
入
れ
ず
、
外
で
ヲ
タ
芸
を
打
っ
て

い
る（
披
露
し
て
い
る
）フ
ァ
ン
の
こ
と

⑶		

複
数
の
推
し
メ
ン
の
な
か
で
１
人
を
、
神

と
崇
め
る
ほ
ど
熱
狂
的
に
支
持
す
る
こ
と

⑷		

ア
イ
ド
ル
に
自
分
の
顔
や
名
前
を
覚
え
て

も
ら
う
こ
と

⑸		

曲
を
盛
り
あ
げ
る
た
め
の
ド
ル
ヲ
タ
達
の

魂
の
叫
び

（
三
田　

哉
）

投資のハナシ表裏

ＦＸ取引の
進化

Ｆ
Ｘ（
外
国
為
替
証
拠
金
取
引
）

は
、
独
特
な
顧
客
層
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト

に
し
て
い
る
よ
う
だ
。
Ｆ
Ｘ
各
社

が
提
供
し
て
い
る
サ
ー
ビ
ス
を
み
る

と
、
ゲ
ー
ム
感
覚
で
お
気
軽
に
取
引

し
て
も
ら
お
う
と
い
う
狙
い
が
あ
る

よ
う
だ
。
と
い
う
の
も
、“
投
資
判
断

が
不
要
で
、
楽
に
稼
げ
る
方
法
〟を

謳
っ
て
い
る
か
ら
だ
。

そ
の
取
引
法
の
１
つ
が
、
ミ
ラ
ー

ト
レ
ー
ド
で
あ
る
。
ネ
ッ
ト
上
の
匿

名
の
人
々
（
資
格
・
経
験
は
問
わ
れ

な
い
）が
提
供
す
る
売
買
ア
ル
ゴ
リ

ズ
ム（
売
買
ル
ー
ル
）の
な
か
か
ら
、

顧
客
が
好
き
な
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
を
選

ぶ
。
あ
と
は
、
自
分
の
口
座
内
で
、

シ
ス
テ
ム
が
24
時
間
、
そ
の
ア
ル
ゴ

リ
ズ
ム
に
従
っ
て
売
買
し
て
く
れ

る
。
し
か
も
、
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
の
使

用
料
は
ゼ
ロ
だ
。
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
提

供
者
に
と
っ
て
、
自
分
の
ア
ル
ゴ
リ

ズ
ム
を
使
っ
て
く
れ
た
顧
客（
フ
ォ

ロ
ワ
ー
）の
売
買
手
数
料
の
一
部
が

還
元
さ
れ
る
こ
と
が
イ
ン
セ
ン
テ
ィ

ブ
と
な
っ
て
い
る
。

別
の
形
態
に
、
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
を

選
択
す
る
の
で
は
な
く
、
運
用
者

を
選
択
す
る
方
法
が
あ
る
。
こ
れ

は
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
ト
レ
ー
ド
と
呼
ば

れ
る
。
顧
客
は
、
運
用
者（
シ
グ
ナ

ル
プ
ロ
バ
イ
ダ
ー
と
呼
ば
れ
、
誰
で

も
な
れ
る
）を
選
べ
ば
、
シ
ス
テ
ム

が
自
動
的
に
そ
の
シ
グ
ナ
ル
プ
ロ
バ

イ
ダ
ー
の
売
買
を
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で

追
随
・
実
行
し
て
く
れ
る
。
ソ
ー

シ
ャ
ル
ト
レ
ー
ド
は
、
売
買
ル
ー
ル

で
は
な
く
人
間
を
選
ぶ
の
で
、
投
資

に
関
す
る
知
識
が
完
全
に
不
要
で

あ
り
、
ま
さ
に
ゲ
ー
ム
だ
。
Ｆ
Ｘ
の

タ
ー
ゲ
ッ
ト
顧
客
は
、
ゲ
ー
ム
ヲ
タ

（
ゲ
ー
ム
お
た
く
）に
移
り
つ
つ
あ

る
の
だ
。

次
の
Ｆ
Ｘ
の
流
行
は
？　

タ
ー

ゲ
ッ
ト
顧
客
は
ド
ル
ヲ
タ（
ア
イ
ド

ル
お
た
く
）で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

プ
ロ
バ
イ
ダ
ー
は
若
い
女
の
子
だ

け
で
、
彼
女
た
ち
の
プ
ロ
フ
ィ
ー

ル
と
相
場
観（
こ
ん
な
も
の
は
ど
う

で
も
よ
い
）が
会
社
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
に
掲
載
さ
れ
る
。
推
し
メ
ン
⑴
の

プ
ロ
バ
イ
ダ
ー
を
み
つ
け
た
顧
客

（
フ
ォ
ロ
ワ
ー
）は
、
一
定
額
以
上

な
ら
ば
、
そ
の
プ
ロ
バ
イ
ダ
ー
に
、

Skype

等
で
Ｆ
Ｘ
の
注
文
を
出
せ

る
。
し
か
も
、
注
文
額
に
比
例
し

た
時
間
だ
け
プ
ロ
バ
イ
ダ
ー
と
お

し
ゃ
べ
り
が
で
き
る
。
少
額
注
文
し

か
出
せ
な
い
顧
客
は
、
通
常
の
オ
ン

ラ
イ
ン
注
文
で
出
す
し
か
な
く
、
会

話
は
で
き
な
い
。
い
わ
ゆ
る“
落
ち

武
者
⑵
〟の
扱
い
と
な
る
。

る
と
主
張
が
ぼ
や
け
る
の
で
は
」と

の
声
も
あ
る
た
め
、
理
論
構
成
に
つ

い
て
は
引
き
続
き
検
討
が
行
わ
れ
る

見
込
み
。

去
る
８
月
11
日
、
企
業
会
計
基
準

委
員
会
は
第
23
回
税
効
果
会
計
専
門

委
員
会
を
開
催
し
た
。

今
回
は
、
企
業
会
計
基
準
適
用
指

針
公
開
草
案
54
号「
繰
延
税
金
資
産

の
回
収
可
能
性
に
関
す
る
適
用
指
針

（
案
）」に
寄
せ
ら
れ
た
コ
メ
ン
ト
の

概
要
が
紹
介
さ
れ
た
う
え
で
、
質
問

項
目
ご
と
に
審
議
が
行
わ
れ
た
。

総　
論

全
体
と
し
て
は
、
監
査
委
員
会
報

告
66
号
の
枠
組
み
を
踏
襲
す
る
こ
と

を
支
持
す
る
意
見
が
多
く
み
ら
れ

た
。
た
だ
し
、「
将
来
的
に
は
Ｉ
Ｆ
Ｒ

Ｓ
と
整
合
す
る
よ
う
分
類
の
撤
廃
を

検
討
す
べ
き
」と
の
意
見
も
あ
る
。

ま
た
、「
早
期
に
開
示
に
関
す
る
規

定
を
導
入
す
べ
き
」と
の
意
見
が
あ

る
一
方
、「
注
記
の
追
加
は
慎
重
に
検

討
す
べ
き
」と
の
意
見
も
あ
る
。

質
問
２

「
各
分
類
の
要
件
を
い
ず
れ
も
満

た
さ
な
い
場
合
、
各
分
類
の
要
件
か

ら
の
乖
離
度
合
い
が
最
も
小
さ
い
と

判
断
さ
れ
る
も
の
に
必
ず
分
類
す

る
」と
い
う
提
案
に
対
し
て
、「
乖
離

度
合
い
に
つ
い
て
の
複
雑
な
挙
証
を

要
す
る
と
い
っ
た
誤
解
を
招
く
お
そ

れ
が
あ
る
」、「
判
断
過
程
が
曖
昧
に

な
る
お
そ
れ
が
あ
る
」な
ど
の
懸
念

が
寄
せ
ら
れ
た
。

質
問
３

「
分
類
２
お
よ
び
分
類
３
に
つ
い

て
、
会
計
上
の
利
益
に
基
づ
く
要
件

か
ら
課
税
所
得
に
基
づ
く
要
件
に
変

更
す
る
」提
案
を
支
持
す
る
意
見
が

あ
る
一
方
、「
経
常
的
な
利
益
に
永
久

差
異
を
加
減
算
す
る
と
し
た
ほ
う
が

よ
り
適
切
」、「『
経
常
的
な
利
益
』を

存
置
す
る
こ
と
が
適
切
」と
の
意
見

も
あ
る
。

質
問
４

公
開
草
案
で
は
、「
分
類
２
に
該
当

す
る
企
業
に
お
い
て
は
、
一
定
の
要

件
を
満
た
し
た
ス
ケ
ジ
ュ
ー
リ
ン
グ

不
能
な
将
来
減
算
一
時
差
異
に
係
る

繰
延
税
金
資
産
は
回
収
可
能
性
が
あ

る
も
の
と
す
る
」と
さ
れ
て
い
る
。

「
ス
ケ
ジ
ュ
ー
リ
ン
グ
不
能
な
将

来
減
算
一
時
差
異
」に
関
し
て
さ
ま

ざ
ま
な
コ
メ
ン
ト
が
寄
せ
ら
れ
て
お

り
、「『
ス
ケ
ジ
ュ
ー
リ
ン
グ
』の
定
義

が
な
い
な
か
で『
ス
ケ
ジ
ュ
ー
リ
ン

グ
不
能
』が
わ
か
り
づ
ら
い
の
だ
と
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フラッシュ

会
　
　
計

会
計
制
度
委
員
会
研
究
報
告
13
号

に
基
づ
き
、検
討
─
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
、収
益
認
識
専
門
委

国
際
会
計

従
業
員
と
Ｃ
Ｅ
Ｏ
の
報
酬
格
差
、

開
示
義
務
づ
け
─
Ｓ
Ｅ
Ｃ

思
わ
れ
る
。『
ス
ケ
ジ
ュ
ー
リ
ン
グ
』

に
つ
い
て
定
義
を
す
る
か
も
含
め
、

今
後
検
討
し
て
い
き
た
い
」と
の
考

え
が
、
事
務
局
か
ら
示
さ
れ
た
。
専

門
委
員
か
ら
は
、
定
義
を
置
く
こ
と

に
賛
成
す
る
意
見
が
聞
か
れ
た
一

方
、「
こ
れ
ま
で
も
定
義
な
し
で
対
応

で
き
て
い
た
。
定
義
す
る
の
は
い
い

が
あ
ま
り
時
間
が
か
か
り
す
ぎ
な
い

よ
う
に
配
慮
し
て
ほ
し
い
」、「
定
義

の
し
か
た
に
よ
っ
て
予
想
外
の
影
響

を
与
え
な
い
よ
う
に
注
意
が
必
要
」

と
の
声
も
あ
る
。

去
る
８
月
24
日
、
企
業
会
計
基
準

委
員
会
は
第
55
回
収
益
認
識
専
門
委

員
会
を
開
催
し
た
。

今
回
か
ら
３
回
に
わ
た
り
、
日
本

公
認
会
計
士
協
会
収
益
認
識
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
の
作
成
し
た
報
告

書
の
説
明
が
行
わ
れ
る
。
報
告
書
に

は
会
計
制
度
委
員
会
研
究
報
告
13
号

「
我
が
国
の
収
益
認
識
に
関
す
る
研

究
報
告（
中
間
報
告
）
―
Ｉ
Ａ
Ｓ
第

（図表）
事　例 13号のケース 主に関連するＩＦＲＳ１５号の要求事項

1 9
機械の販売契約と
保守サービス契約
との複合契約

ステップ２：約束した財またはサービス
が別個のものか否か
ステップ４：独立販売価格に基づく配
分

2 20 リテンション（留保金）がある場合

ステップ２：約束した財またはサービス
が別個のものか否か
ステップ５：一時点で充足される履行
義務

3 2
百貨店・総合スー
パー等のテナント売
上およびいわゆる消
化仕入

ステップ２：本人・代理人の検討

4 29 買戻条件付販売契約（有償支給）
ステップ２：本人・代理人の検討
ステップ５：買戻し契約、履行義務の識
別

5 11 ポイント引当金
ステップ２：追加的な財・サービスに
対する顧客のオプション
ステップ４：独立販売価格に基づく配
分

6 59
フランチャイズ料
（フランチャイズ加
盟料の会計処理）

ステップ２：知的財産ライセンスの付与、
約束した財またはサービスが別個のも
のか否かの判断

18
号「
収
益
」に
照
ら
し
た
考
察
―
」

の
付
録
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
ケ
ー

ス
を
利
用
し
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
15
号
を
適

用
し
た
場
合
の
わ
が
国
に
お
け
る
現

行
実
務
へ
の
予
想
さ
れ
る
影
響
を
検

討
し
た
結
果
の
う
ち
、
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
が

選
定
し
た
24
の
事
例
が
掲
載
さ
れ
て

い
る
。
今
回
説
明
さ
れ
た
事
例
と
主

に
関
連
す
る
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
15
号
の
要
求

事
項
は
図
表
の
と
お
り
。

こ
れ
ら
の
論
点
の
う
ち
た
と
え
ば

事
例
３
に
つ
い
て
は
、
わ
が
国
に
お

け
る
現
行
実
務
へ
の
予
想
さ
れ
る
影

響
と
し
て「
百
貨
店
の
消
化
仕
入
に

関
し
て
は
、
現
行
実
務
に
お
い
て
取

引
の
総
額
を
売
上
に
計
上
し
て
い
る

場
合
が
少
な
く
な
い
と
考
え
ら
れ

る
。
そ
の
場
合
に
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
15
号

上
は
代
理
人
と
判
定
さ
れ
る
場
合
に

は
、
企
業
は
取
引
額
の
総
額
で
は
な

く
純
額
で
認
識
す
る
こ
と
に
な
り
、

現
行
実
務
の
大
幅
な
見
直
し
を
行
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
も
考
え
ら

れ
る
」と
い
っ
た
分
析
が
示
さ
れ
た
。

去
る
８
月
５
日
、
米
国
証
券
取
引

委
員
会（
Ｓ
Ｅ
Ｃ
）は
、
５
人
の
Ｓ
Ｅ

Ｃ
委
員
の
３
対
２
の
議
決
で
、
新
し

い
開
示
の
規
則（
以
下
、「
本
規
則
」と

い
う
）を
可
決
し
た
。
リ
ー
マ
ン
・

シ
ョ
ッ
ク
後
に
制
定
さ
れ
た
ド
ッ

ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
の
953
⒝
条
に
よ
る

本
規
則
は
、
公
開
企
業（
た
だ
し
、

日
本
企
業
を
含
む
外
国
証
券
発
行
者

（foreign private issuer

）
に
は

適
用
さ
れ
な
い
）に
、
次
の
開
示
を

強
制
し
て
い
る
。

①　

Ｃ
Ｅ
Ｏ
を
除
く
す
べ
て
の
従

業
員
の
年
間
報
酬
総
額
の
中
央
値

（m
edian

）

②　
Ｃ
Ｅ
Ｏ
の
年
間
報
酬
総
額

③　
①
と
②
の
比
率

「
中
央
値
」と
は
統
計
学
の
用
語

で
、
た
と
え
ば
、
従
業
員
が
１
０
１

人
の
場
合
、
報
酬
が
低
い
従
業
員
か

ら
高
い
従
業
員
に
並
べ
た
場
合
の
低

い
ほ
う
か
ら
も
高
い
ほ
う
か
ら
も
51

人
目
の
従
業
員
の
報
酬
と
な
る
。

規
則
Ｓ
―
Ｋ
の
402
項
に
従
っ
て
す
で

に
役
員
報
酬
の
情
報（
Ｃ
Ｆ
Ｏ
を
含
む

上
級
役
員（executive offi

cer

）の

名
前
と
年
間
報
酬
）の
開
示
が
含
ま

れ
て
い
る
届
出
書
、
株
主
総
会
招
集

通
知
や
年
次
報
告
書
で
、
新
し
く
要

求
さ
れ
る
情
報
が
開
示
さ
れ
る
。

本
規
則
で
は
、費
用
の
観
点
か
ら
、

見
積
り
の
使
用
を
含
む
、
次
の
よ
う

な
計
算
に
お
け
る
柔
軟
性
を
会
社
に

提
供
し
て
い
る
。

・
状
況
に
基
づ
き
中
央
値
の
従
業
員

を
識
別
す
る
方
法（
統
計
的
な
サ
ン

プ
リ
ン
グ
を
含
む
）の
選
択
を
認
め

て
い
る
。

・
重
要
な
影
響
を
与
え
る
総
従
業
員

数
や
雇
用
契
約
の
変
更
が
な
い
場

合
に
は
、３
年
に
１
度
中
央
値
の
従

業
員
の
識
別
を
行
え
ば
よ
い
。

・
中
央
値
の
従
業
員
の
識
別
の
た
め

の
総
従
業
員
数
の
決
定
に
は
、直
近

年
度
の
最
後
の
３
カ
月
内
の
デ
ー

タ
を
使
用
で
き
る
。

た
だ
し
、
中
央
値
の
従
業
員
の
識

別
方
法
、
重
要
な
仮
定
、
中
央
値
の

従
業
員
の
識
別
ま
た
は
年
間
報
酬
総

額
の
決
定
に
使
用
し
た
見
積
り
の
開

示
が
要
求
さ
れ
る
。

本
規
則
は
、
２
０
１
７
年
１
月
１

日
以
降
開
始
す
る
年
度
か
ら
要
求
さ

れ
る
。

国
際
会
計

デ
リ
バ
ティ
ブ
と
ヘ
ッ
ジ
に
関
す
る

Ａ
Ｓ
Ｕ
案
、公
表
─
Ｆ
Ａ
Ｓ
Ｂ

去
る
８
月
６
日
、Ｆ
Ａ
Ｓ
Ｂ
は「
デ

リ
バ
テ
ィ
ブ
と
ヘ
ッ
ジ（
ト
ピ
ッ
ク

815
）」に
関
連
す
る
２
つ
の
会
計
基
準

ア
ッ
プ
デ
ー
ト（
Ａ
Ｓ
Ｕ
）の
公
開
草

案
を
公
表
し
た
。
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国
際
会
計

Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
10
号
等
の
修
正
の
発
効

日
を
延
期
す
る
公
開
草
案
、公
表

─
Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｂ

金
　
　
融

中
国
経
済
の
低
迷
で
狭
ま
る
日

銀
と
米
Ｆ
Ｒ
Ｂ
の
選
択
肢

＊

い
ず
れ
の
公
開
草
案
も
適
用
日
は

未
定
で
あ
り
、
コ
メ
ン
ト
期
限
は

２
０
１
５
年
10
月
５
日
で
あ
る
。

去
る
８
月
10
日
、
Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｂ
は
、

公
開
草
案「
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
第
10
号
及
び

Ｉ
Ａ
Ｓ
第
28
号
の
修
正
の
発
効
日
」

（
以
下
、「
公
開
草
案
」と
い
う
）を
公

表
し
た
。
コ
メ
ン
ト
募
集
期
限
は

２
０
１
５
年
10
月
９
日
で
あ
る
。

公
開
草
案
で
は
、
２
０
１
４
年

９
月
に
Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｂ
か
ら
公
表
さ
れ

た「
投
資
者
と
そ
の
関
連
会
社
又
は

共
同
支
配
企
業
の
間
の
資
産
の
売
却

又
は
拠
出
」（
以
下
、「
２
０
１
４
年
修

正
」と
い
う
）の
発
効
日
の
無
期
限
の

延
期
が
提
案
さ
れ
て
い
る
。

２
０
１
４
年
修
正
の
概
要

２
０
１
４
年
修
正
は
、
投
資
者
が

関
連
会
社
ま
た
は
ジ
ョ
イ
ン
ト
・
ベ

ン
チ
ャ
ー
に
子
会
社
を
売
却
ま
た
は

拠
出
す
る
こ
と
に
よ
り
、
企
業
が
当

該
子
会
社
に
対
す
る
支
配
を
喪
失
す

る
場
合
の
取
扱
い
に
つ
い
て
、
Ｉ
Ｆ

Ｒ
Ｓ
10
号
と
Ｉ
Ａ
Ｓ
28
号
の
間
で
会

計
処
理
に
矛
盾
が
あ
る
こ
と
に
対
処

す
る
も
の
で
あ
る
。

２
０
１
４
年
修
正
に
よ
り
、
投
資

者
と
関
連
会
社
ま
た
は
ジ
ョ
イ
ン

ト
・
ベ
ン
チ
ャ
ー
と
の
間
で
、
Ｉ

Ｆ
Ｒ
Ｓ
３
号「
企
業
結
合
」で
定
義
さ

れ
る
事
業
を
構
成
す
る
資
産
の
売

却
ま
た
は
拠
出
が
行
わ
れ
る
場
合
に

は
、
そ
の
結
果
生
じ
る
利
得
ま
た
は

損
失
の
全
額
が
認
識
さ
れ
る
こ
と
と

さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
事
業
を
構
成

し
な
い
資
産
の
売
却
ま
た
は
拠
出
が

行
わ
れ
る
場
合
に
は
、
そ
の
結
果
生

じ
る
利
得
ま
た
は
損
失
は
、
当
該
関

連
会
社
ま
た
は
ジ
ョ
イ
ン
ト
・
ベ
ン

チ
ャ
ー
に
対
す
る
投
資
者
と
関
連
し

な
い
持
分
の
範
囲
で
の
み
認
識
さ
れ

る
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
。

こ
の
修
正
は
、
２
０
１
６
年
１
月

１
日
以
降
開
始
す
る
事
業
年
度
か
ら

適
用
さ
れ
る
予
定
で
あ
っ
た
。

公
開
草
案
の
提
案

し
か
し
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
10
号
お
よ
び
Ｉ

Ａ
Ｓ
28
号
に
関
し
て
、
２
０
１
５
年

２
月
に
さ
ら
に
別
の
論
点
が
検
討
さ

れ
た
た
め
、
短
い
期
間
で
２
度
の
会

計
処
理
の
変
更
を
企
業
が
行
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
く
な
る
こ
と
を
避
け
る

た
め
、
２
０
１
４
年
修
正
は
延
期
さ

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

た
だ
し
、
２
０
１
４
年
修
正
を
早

期
適
用
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
て
お

り
、
そ
の
場
合
に
は
そ
の
旨
の
開
示

を
行
う
こ
と
に
な
る
。

内
閣
府
が
８
月
17
日
に
発
表
し
た

２
０
１
５
年
４
―
６
月
期
の
実
質
Ｇ
Ｄ

Ｐ（
国
内
総
生
産
）成
長
率
の
速
報
値

は
、
前
期
比
マ
イ
ナ
ス
０・４
％
（
年

率
マ
イ
ナ
ス
１・６
％
）と
な
っ
た
。
寄

与
度
で
み
る
と
、
国
内
需
要
が
マ
イ

ナ
ス
０・１
％
、
純
輸
出（
輸
出

−

輸

入
）が
マ
イ
ナ
ス
０・３
％
だ
っ
た
。
純

輸
出
の
中
身
は
、
輸
出
が
マ
イ
ナ
ス

４・４
％
、
輸
入
が
マ
イ
ナ
ス
２・６
％

で
、
内
需
に
つ
い
て
は
民
間
需
要
の
寄

与
度
が
マ
イ
ナ
ス
０・３
％
、
そ
の
う

ち
家
計
最
終
消
費
支
出
で
は
マ
イ
ナ

ス
０・４
％
だ
っ
た
。
総
じ
て
４
―
６
月

期
は
、
輸
出
と
個
人
消
費
の
落
ち
込

み
が
目
立
っ
た
と
い
え
る
。
内
需
の
マ

イ
ナ
ス
寄
与
は
３
四
半
期
ぶ
り
、
外

需
の
マ
イ
ナ
ス
寄
与
は
２
四
半
期
連
続

だ
っ
た
。

注
目
し
た
い
の
が
、
成
長
率
を
押
し

下
げ
た
輸
出
の
減
少
で
あ
る
。
財
務

省
が
７
月
に
発
表
し
た
平
成
27
年
上

期
分
の
貿
易
統
計
に
よ
れ
ば
、
貿
易

収
支
は
マ
イ
ナ
ス
１
兆
７
、２
５
１
億
円

と
９
期
連
続
の
赤
字
で
、
地
域
別
に

は
対
Ｅ
Ｕ
と
対
中
国
の
赤
字
が
目
立
つ

デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
と
ヘ
ッ
ジ（
ト
ピ
ッ

ク
815
）
―
債
券
の
条
件
付
プ
ッ
ト

と
コ
ー
ル
・
オ
プ
シ
ョ
ン

米
国
基
準
は
、「
組
込
デ
リ
バ

テ
ィ
ブ
の
経
済
的
特
徴
と
リ
ス
ク

が
ホ
ス
ト
契
約
の
経
済
的
特
徴
と

リ
ス
ク
と
明
ら
か
に
密
接
に
関
連

し
て
い
な
い
こ
と
」を
組
込
デ
リ
バ

テ
ィ
ブ
の
区
分
処
理
の
条
件
の
１

つ
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
債
券
の
元

本
の
支
払
を
加
速
す
る
こ
と
が
で

き
る
コ
ー
ル（
プ
ッ
ト
）オ
プ
シ
ョ

ン
が「
明
ら
か
に
密
接
に
関
連
し
て

い
な
い
と
い
う
条
件
」を
満
た
す
か

ど
う
か
を
評
価
す
る
ガ
イ
ダ
ン
ス

を
提
供
し
て
い
る
。

公
開
草
案
は
、
組
込
デ
リ
バ
テ
ィ

ブ
の
区
分
処
理
の
条
件
を
変
更
し

て
い
な
い
が
、「
明
ら
か
に
密
接
に

関
連
し
て
い
な
い
と
い
う
条
件
」を

評
価
す
る
と
き
に
要
求
さ
れ
る
ス

テ
ッ
プ
を
明
確
に
し
て
い
る
。
こ
の

評
価
に
あ
た
り
、
コ
ー
ル（
プ
ッ
ト
）

オ
プ
シ
ョ
ン
を
行
使
す
る
能
力
を

引
き
起
こ
す
事
象
が
、
金
利
リ
ス
ク

ま
た
は
信
用
リ
ス
ク
に
関
連
す
る

か
ど
う
か
を
考
慮
す
る
実
務
が
存

在
し
て
い
た
。
公
開
草
案
は
、「
コ
ー

ル（
プ
ッ
ト
）オ
プ
シ
ョ
ン
が
条
件

付
き
で
行
使
可
能
な
場
合
、
企
業
は

コ
ー
ル（
プ
ッ
ト
）オ
プ
シ
ョ
ン
を

行
使
す
る
能
力
を
引
き
起
こ
す
事

象
が
金
利
リ
ス
ク
ま
た
は
信
用
リ

ス
ク
に
関
連
す
る
か
ど
う
か
に
つ

い
て
評
価
す
る
必
要
は
な
い
こ
と
」

を
明
確
に
し
た
。

デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
と
ヘ
ッ
ジ（
ト
ピ
ッ

ク
815
）
―
ヘ
ッ
ジ
会
計
を
し
て
い

る
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
契
約
の
更
新

（novation

）の
影
響

更
新（novation

）は
、
デ
リ
バ

テ
ィ
ブ
契
約
の
相
手
の
当
事
者
の

１
人
を
新
し
い
当
事
者
に
置
き
換

え
る
こ
と
で
あ
る
。
金
融
機
関
の
合

併
、
内
部
の
信
用
限
度
の
管
理
、
法

令
対
応
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま
な
理
由

で
更
新
は
発
生
す
る
。

更
新
の
対
象
と
な
る
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ

契
約
が
、
指
定
さ
れ
た
ヘッ
ジ
関
係
で

の
ヘッ
ジ
手
段
の
場
合
が
あ
る
。
現
行

で
は
、
ヘッ
ジ
手
段
と
し
て
指
定
さ
れ

た
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
契
約
の
当
事
者
の
変

更
は
、
指
定
の
解
消
と
な
り
、
ヘッ
ジ

会
計
の
適
用
が
中
止
さ
れ
る
か
ど
う

か
に
つ
い
て
は
、
明
確
に
は
示
さ
れ
て

い
な
い
。

当
事
者
の
変
更
は
当
初
の
デ
リ
バ

テ
ィ
ブ
手
段
の
終
了（term

ination
）

と
な
る
の
か
、
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
契
約
の

当
事
者
は
ヘッ
ジ
関
係
に
お
い
て
重
要

な
項
目
な
の
か
ど
う
か
が
、
ヘッ
ジ
手

段
と
し
て
指
定
さ
れ
た
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ

契
約
の
当
事
者
の
変
更
が
指
定
の
解

消
と
な
り
、
ヘッ
ジ
会
計
の
適
用
が
中

止
さ
れ
る
か
ど
う
か
の
結
論
に
影
響

を
与
え
る
。
公
開
草
案
は
、
当
事
者

の
変
更
は
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
手
段
の
終
了

で
も
、
ヘッ
ジ
関
係
の
重
要
な
項
目
で

も
な
く
、
そ
の
他
の
ヘッ
ジ
会
計
の
条

件
を
満
た
し
て
い
る
な
ら
ば
ヘッ
ジ
会

計
の
適
用
は
中
止
さ
れ
な
い
と
結
論

づ
け
て
い
る
。
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フラッシュ

証
　
　
券

中
国
リ
ス
ク
全
面
化
の
世
界
同

時
株
安

この20日間に公表・公布された経理関係重要法規等
日　付 法　規　等 出　所 備　考 掲載号

2015年
8月4日

「監査等委員会規則（ひな型）」および
「監査委員会規則（ひな型）」の公表に
ついて

日本監査
役協会

会社法における機関設計として監査等委員会設置会社が設
けられたことを踏まえて策定したもの。
http://www.kansa.or.jp/support/ns20150731-1.pdf

―

2015年
8月4日

「監査役監査基準」および「内部統制シ
ステムに係る監査の実施基準」の改定
について

日本監査
役協会

コーポレートガバナンス・コードの公表・適用や会社法の
改正・施行を踏まえ、所要の改定を行ったもの。
http://www.kansa.or.jp/support/ns20150731-2.pdf

―

2015年
8月12日

ASU2015－14「顧客との契約から生
じる収益（トピック606）：発効日の
延期」

FASB

2014年５月に公表された新しい収益認識基準の発効日を
１年延期し、2017年12月16日以後に開始する期中期間お
よび年度から適用とするもの。
http://www.fasb.org/jsp/FASB/Document_C/Document
Page?cid=1176166272502&acceptedDisclaimer=true

2015年
８月10日号
情報フラッシュ

2015年
8月14日

監査基準委員会報告書810「要約財務
諸表に関する報告業務」（公開草案）の
公表について

JICPA

国際監査基準において整備されている要約財務諸表に関す
る報告義務について、わが国の実務上の指針を提供するも
の。コメント期限は、2015年9月14日まで。
http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/main/810.
html

―

2015年
8月14日

監査基準委員会実務指針「保証業務実
務指針2400「財務諸表のレビュー業
務」」および監査基準委員会研究報告
「保証業務実務指針2400「財務諸表の
レビュー業務」に係るＱ＆Ａ」の公開
草案の公表について

JICPA

IAASBが公表している国際レビュー業務基準に相当する、
わが国の財務諸表に対するレビューに関する実務上の指針
を提供するもの。コメント期限は、2015年9月14日まで。
http://www.hp.j icpa.or. jp/special ized_field/
main/24002400.html

―

が
、
対
中
国
は
２
兆
９
、５
８
６
億
円

で
過
去
最
大
の
赤
字
を
計
上
し
て
い

る
。
ア
メ
リ
カ
と
並
ん
で
日
本
の
最
大

の
輸
出
相
手
国
と
な
る
中
国
向
け
の

輸
出
が
、
国
内
景
気
の
低
迷
か
ら
陰

り
が
み
え
始
め
て
い
る
の
は
、
日
本

経
済
へ
の
影
響
の
大
き
さ
を
考
え
る

と
無
視
で
き
な
い
。

さ
ら
に
中
国
の
景
気
低
迷
は
、
商

品
価
格
の
下
落
、
特
に
日
米
と
も
に
中

央
銀
行
の
金
融
政
策
に
対
す
る
カ
ギ
を

握
る
原
油
価
格
の
下
落
要
因
と
な
る
た

め
、
日
米
と
も
に
中
央
銀
行
の
政
策
担

当
者
に
と
っ
て
、
一
層
政
策
の
選
択

幅
を
狭
め
る
こ
と
に
な
り
そ
う
だ
。

年
内
利
上
げ
を
公
言
し
て
い
る
イ

エ
レ
ン
米
Ｆ
Ｒ
Ｂ
議
長
は
、
利
上
げ

に
よ
り
ド
ル
資
金
還
流
で
新
興
国
に

打
撃
を
与
え
る
懸
念
が
一
層
強
ま
っ

て
、
利
上
げ
が
さ
ら
に
厳
し
い
選
択

肢
と
な
り
つ
つ
あ
る
。

ま
た
黒
田
日
銀
総
裁
は
、
輸
出
減

少
に
よ
る
成
長
率
鈍
化
に
加
え
て
、

さ
ら
な
る
原
油
価
格
の
下
落
か
ら
選

択
肢
の
な
い
な
か
、
追
加
緩
和
策
を

求
め
る
市
場
の
催
促
に
対
応
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。

中
国
の
景
気
低
迷
は
、
世
界
の
株

式
市
場
と
為
替
市
場
の
流
れ
を
変
え

る
の
み
な
ら
ず
、
有
効
な
緩
和
策
を

持
た
な
い
日
米
の
中
央
銀
行
を
追
い

詰
め
始
め
て
い
る
。

８
月
下
旬
、
世
界
同
時
株
安
が
進

行
し
た
。
日
経
平
均
は
24
日
に
５

日
連
続
の
下
げ
で
、
半
年
振
り
に

１
８
、５
０
０
円
台
だ
っ
た
。
Ｎ
Ｙ

ダ
ウ
は
同
日
１
５
、８
０
０
ド
ル
台

へ
下
落
、
日
米
株
価
の
直
近
高
値
か

ら
の
下
落
率
は
10
％
を
超
え
た
。
原

因
は
中
国
経
済
、
株
式
市
場
に
あ

る
。
中
国
リ
ス
ク
が
、
盛
夏
も
ピ
ー

ク
越
え
か
と
思
わ
れ
た
時
期
に
全
面

化
し
、
中
国
株
価
の
下
落
に
引
き
ず

ら
れ
、
世
界
中
が
株
価
下
落
に
見
舞

わ
れ
た
。

中
国
リ
ス
ク
は
、
６
月
か
ら
中
国

株
価
の
大
幅
な
乱
高
下
と
し
て
表
面

化
し
て
い
た
。
し
か
し
世
界
同
時
株

安
に
は
至
ら
ず
、
日
米
は
夏
場
に
か

け
て
株
価
高
値
を
維
持
し
て
き
た
。

利
上
げ
時
期
を
め
ぐ
り
、
と
き
に
株

価
が
乱
れ
る
ア
メ
リ
カ
市
場
と
違
い
、

日
本
市
場
は
新
値
更
新
へ
の
期
待
が

強
く
、
Ｇ
Ｄ
Ｐ
１
～
３
位
の
経
済
大
国

の
株
価
の
足
取
り
は
多
様
だ
っ
た
。

中
国
リ
ス
ク
の
全
面
化
に
よ
る
同

時
株
安
は
、
株
価
暴
落
以
来
、
中
国

政
府
が
と
っ
て
き
た
株
価
対
策
、
経

済
対
策
へ
の
不
信
の
強
ま
り
に
加

え
、
８
月
中
旬
に
発
生
し
た
天
津
の

港
湾
倉
庫
の
大
規
模
爆
発
が
き
っ
か

け
だ
っ
た
よ
う
だ
。

中
国
は
世
界
２
位
の
経
済
大
国

（
購
買
力
平
価
で
測
っ
た
Ｇ
Ｄ
Ｐ
は

１
位
）だ
が
、
異
様
な
経
済
運
営（
株

式
市
場
の
需
給
を
直
接
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
し
よ
う
と
す
る
株
価
対
策
、
為
替

管
理
を
続
け
、
通
貨
安
を
強
行
す
る

為
替
政
策
な
ど
）に
対
す
る
不
信
、

不
安
が
強
ま
り
、
爆
発
し
た
。

中
国
経
済
へ
の
不
信
、
不
安
で
あ

れ
ば
中
国
株
価
の
下
落
で
済
み
そ
う

だ
が
、
世
界
の
工
場
と
し
て
、
エ
ネ

ル
ギ
ー
・
原
材
料
の
使
用
量
が
世
界

最
大
、
自
動
車
販
売
が
世
界
一
と
い

う
だ
け
に
そ
う
は
い
か
な
い
。
多
く

の
国
が
、
中
国
経
済
の
動
揺
が
自
国

経
済
に
も
た
ら
す
影
響
を
実
感
し
て

い
る
。

日
本
経
済
は
４
―
６
月
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ

が
３
四
半
期
ぶ
り
に
マ
イ
ナ
ス
と

な
っ
た
。
主
因
は
輸
出
の
不
振
、
特

に
最
大
の
輸
出
先
で
あ
る
中
国
向
け

が
回
復
し
な
い
こ
と
だ
っ
た
。

世
界
同
時
株
安
は
想
定
さ
れ
て
い

た
シ
ナ
リ
オ
の
１
つ
だ
け
に
、
時
期

は
と
も
か
く
、
起
き
た
こ
と
自
体
に

特
別
の
驚
き
は
な
い
。
問
題
は
株
価

の
底
入
れ
、
立
ち
直
り
の
時
期
を
ど

う
予
想
す
る
か
で
あ
る
。
カ
ギ
は
中

国
政
府
の
経
済
政
策
、
株
式
市
場
対

策
の
展
開
に
あ
る
が
、
す
っ
き
り
し

た
形
に
な
る
に
は
時
間
が
か
か
り
そ

う
だ
。
ま
た
、
ア
メ
リ
カ
の
利
上
げ

も
大
き
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。
短
期

間
で
底
入
れ
と
は
い
か
ず
、
秋
以
降

の
さ
ら
な
る
株
価
下
落
も
覚
悟
す
る

必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。


